
協
力
店
を
募
集

消
防
団
サ
ポ
ー
ト
店
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
市
内
の
事
業
所

（
飲
食
店
な
ど
）が
旭
市
の
消
防
団
員

や
そ
の
家
族
な
ど
に
対
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
や
割
引
な
ど
の
独
自
の
優
遇
措

置
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
消
防
団
員

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制

度
で
す
。
消
防
団
を
応
援
し
た
い
事

業
所
は
、
事
前
に
申
し
込
み
を
し
、

市
か
ら
配
布
さ
れ
た
表
示
証
を
店
内

に
掲
示
、
消
防
団
員
が
提
示
す
る
サ

ポ
ー
ト
カ
ー
ド
を
確
認
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
ド
リ
ン
ク
１
杯

無
料
、
ポ
イ
ン
ト
２
倍
な
ど
事
業
所

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
消
防
本
部
総

務
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後

日
、
表
示
証
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

受
け
付
け
／
３
月
１
日
（木）
〜
随
時

※
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
は
５
月
１
日
（火）

か
ら
で
す
。

問
消
防
本
部
総
務
課
消
防
団
班

（
☎
63
‐
５
３
５
５
）

希
望
者
を
募
集

旭
市
育
英
資
金

　
こ
の
奨
学
金
は
、
返
還
の
必
要
の

な
い
給
付
型
奨
学
金
で
す
。

募
集
人
数
／
●
高
校
生
：
８
人
程
度

●
大
学
生
な
ど（
大
学
、
高
専
、
専

修
、
各
種
学
校
）：
13
人
程
度

給
付
条
件
／
●
特
に
優
れ
た
資
質
を

有
し
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学

困
難
な
人
で
、
校
長
や
学
長
の
推
薦

が
あ
り
、
身
元
確
実
な
保
証
人
が
い

る
こ
と　
●
家
族
の
年
収
が
審
査
基

準
の
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と

給
付
予
定
額（
月
額
）／
●
高
校
生
：

９
、
９
０
０
円　
●
大
学
生
な
ど
：

１
４
、
４
０
０
円

募
集
期
間
／
３
月
１
日
（木）
〜
26
日
（月）

申
し
込
み
方
法
／
学
校
教
育
課
に
あ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
学
務
班（
☎
55
‐

５
７
２
４
・
海
上
支
所
２
階
）

広
域
ご
み
処
理
施
設
建
設
事
業

環
境
影
響
評
価
書
を

縦
覧
で
き
ま
す

　
銚
子
市
、
旭
市
、
匝
瑳
市
で
構
成

す
る
、
東
総
地
区
広
域
市
町
村
圏
事

務
組
合
が
計
画
し
て
い
る
「
東
総
地

区
広
域
ご
み
処
理
施
設
建
設
事
業
」

で
は
、
銚
子
市
野
尻
町
地
区
に
広
域

ご
み
処
理
施
設
の
建
設
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
千
葉
県
環
境

影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
、
環
境
影

響
評
価
書
の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
／
３
月
９
日
（金）
〜
３
月
23

日
（金）
：
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

場
所
／
環
境
課
、
各
支
所
住
民
室

※
評
価
書
は
東
総
地
区
広
域
市
町
村

圏
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
環
境
課
環
境
政
策
班（
☎
62
‐
５

３
２
８
）

加
入
区
分
が
変
わ
っ
た
と
き
は

国
民
年
金
の
届
け
出
を

　
年
金
は
老
後
の
生
活
資
金
と
な
る

老
齢
年
金
の
ほ
か
、
心
身
に
障
害
が

あ
る
人
の
た
め
の
障
害
年
金
、
働
き

手
を
亡
く
し
た
と
き
に
家
族
が
受
給

す
る
遺
族
年
金
な
ど
、
そ
の
加
入
者

や
家
族
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
制

度
で
す
。

　
加
入
者
は
就
職
や
退
職
、
結
婚
な

ど
に
よ
り
加
入
区
分
が
変
わ
っ
た
場

合
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

加
入
区
分

●
第
１
号
被
保
険
者

　
自
営
業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
ア
ル

バ
イ
タ
ー
、
無
職
の
人
な
ど

●
第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
員
な
ど（
厚
生
年
金
保
険
や

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
人
）

●
第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

問
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
☎
62
‐
５
３
３
２
）

届け出が必要なとき 異動の内容 届け出先

20歳になったとき
（厚生年金や共済年金加入者を
除く）

第１号被保険者になる

保険年金課

60歳未満の人が退職したとき
（厚生年金や共済年金加入者の
場合）

第２号→第１号
（第３号に該当する場合
を除く）

厚生年金保険などに加入してい
る配偶者の扶養になっている人
で、
●配偶者が…
　①退職したとき
　②65歳になったとき
　③死亡したとき
●配偶者の扶養から外れたとき
●配偶者と離婚したとき

第３号→第１号

就職したとき 第１・３号→第２号 勤務先

配偶者の扶養に入るとき 第１・２号→第３号 配偶者の勤務先

インフォメーション
くらしの

ワイド
問
…
問
い
合
わ
せ

　

…
申
し
込
み

４月から開設日時が変わります
●夜間納税窓口：毎月10日　午後８
時まで　※休日の場合は翌開庁日。
●休日納税窓口：毎月第４日曜日　午
前８時30分〜午後０時30分
税務課収税班（☎62-5322）
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稲
作
農
家
の
皆
さ
ん
へ

飼
料
用
米
で
安
定
収
入
を

確
保
し
よ
う

　
米（
主
食
用
米
）の
消
費
減
少
や
過

剰
作
付
け
な
ど
が
、
米
価
下
落
の
要

因
に
な
り
ま
す
。
飼
料
用
米
に
取
り

組
ん
で
、
安
定
収
入
を
確
保
し
ま

し
ょ
う
。

取
り
組
み
の
メ
リ
ッ
ト
／
●
飼
料
工

場
や
畜
産
農
家
な
ど
の
大
き
な
需
要

が
あ
る　
●
水
は
け
の
悪
い
湿
田
で

も
作
れ
る　
●
既
存
の
機
械
や
施
設

を
そ
の
ま
ま
使
え
る　
●
国
や
県
の

支
援
策
が
受
け
ら
れ
、
安
定
し
た
収

入
が
見
込
め
る　
●
主
食
用
の
品
種

で
も
取
り
組
め
る

問
農
水
産
課
振
興
班（
☎
68
‐
１
１

７
５
）

受
け
付
け
は
３
月
15
日
（木）
ま
で

「
市
県
民
税
の
申
告
」
と

「
所
得
税
の
確
定
申
告
」 

　
市
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
期
限

は
、
３
月
15
日
で
す
。
期
限
間
際
は

大
変
混
み
合
い
ま
す
。
混
雑
し
な
い

う
ち
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

受
付
場
所
と
受
付
日

市
役
所
本
庁
分
室
／
３
月
15
日

（木）
ま

で飯
岡
支
所
１
階
特
設
会
場
／
３
月
２

日
（金）
ま
で

干
潟
支
所
１
階
特
設
会
場
／
３
月
６

日
（火）
～
９
日

（金）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
海
上
支
所

で
の
受
け
付
け
は
終
了
し
ま
し
た
。

受
付
時
間
／
午
前
８
時
30
分
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時（
相
談
は
５
時
ま

で
）

申
告
の
と
き
に
必
要
な
物

①
申
告
書
と
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
本
人
を
確
認
で
き

る
書
類

②
給
与
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
ま

た
は
給
与
支
払
証
明
書

③
営
業
・
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
者

は
、
収
入
と
支
出
の
分
か
る
帳
簿

や
固
定
資
産
税
土
地
家
屋
課
税
証

明
書
な
ど

④
社
会
保
険
料
、
寄
付
金
、
生
命
保

険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除

を
受
け
る
人
は
、
領
収
書
や
証
明

書
な
ど

※
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
も
証

明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

⑤
前
年
、
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

申
告
書
の
控
え

経
費
な
ど
の
集
計
は
事
前
に

　
経
費
、
医
療
費
は
集
計
を
済
ま
せ

て
き
て
く
だ
さ
い
。
済
ん
で
い
な
い

人
は
、
集
計
が
終
わ
る
ま
で
順
番
を

待
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
人
は
税
務
署
や
税
理
士
な
ど
へ

①
青
色
申
告
の
人

②
事
業
、
不
動
産
所
得
が
あ
る
白
色

申
告
者
で
、
収
入
金
額
合
計
が
１
、

０
０
０
万
円
以
上
の
人

③
土
地
・
建
物
、
株
式
・
投
資
信
託
、

先
物
の
譲
渡
所
得
、
配
当
所
得
、

山
林
所
得
の
あ
る
人

④
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

⑤
そ
の
ほ
か
、
複
雑
な
案
件

問
銚
子
税
務
署（
☎
０
４
７
９
‐
22

‐
１
５
７
１
）市
税
務
課
課
税
班（
☎

62
‐
５
３
２
１
）

６
月
支
給
児
童
手
当
か
ら

保
育
料
の
特
別
徴
収
を
実
施

　
保
育
料
の
負
担
の
公
平
性
を
確
保

す
る
た
め
、
保
育
料
を
期
限
内
に
納

付
し
な
い
保
護
者
を
対
象
に
、
市
が

支
給
す
る
児
童
手
当
な
ど
か
ら
保
育

料
を
直
接
徴
収（
特
別
徴
収
）し
ま
す
。

※
特
別
徴
収
と
は
、
受
給
者
本
人
の

意
志
に
よ
ら
ず
市
の
判
断
に
よ
り
、

強
制
的
に
徴
収
を
実
施
す
る
制
度

で
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
者

　
市
の
児
童
手
当
な
ど
の
受
給
者
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。

①
督
促
状
を
送
付
し
て
も
納
付
ま
た

は
納
付
の
相
談
が
な
い
人

②
納
付
の
相
談
を
し
て
い
て
も
計
画

通
り
に
納
付
が
な
い
人

③
３
か
月
分
以
上
滞
納
が
あ
る
人

④
６
月
支
払
期
に
お
い
て
、
前
年
度

分
に
滞
納
が
あ
る
人

保
育
料
の
納
付
相
談

　

子
育
て
支
援
課
保
育
班（
南
分
館

１
階
）で
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。

期
限
内
に
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

必
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
保
育
班（
☎
62
‐

５
３
１
３
）

日時／３月11日（日）　午後２時30分～
場所／いいおかユートピアセンター２階　潮騒ホール
対象／どなたでも参列できます。
駐車場／一般の参列者は、会場南側にある飯岡海岸の駐車場に駐車してください。
そのほか／無宗教形式で行います。葬儀ではありませんので、供花や供物、香典などは辞退し
ます。服装は礼服・平服のいずれでも結構です。
【一斉黙とうへの参加を】
　当日は、地震発生時刻と同じ午後２時46分から１分間、防災行政無線で黙とうを呼び掛け
るサイレンを、市内一斉に放送します。

問い合わせ先
総務課地域安全班（☎62-5311）

東日本大震災追悼式を開催します
東日本大震災における犠牲者の方々を追悼し、
復興を成し遂げることを誓うため、
「東日本大震災七周年　千葉県・旭市合同追悼式」を
開催します。

広報あさひ　2018.3.113


	asahi180301_12
	asahi180301_13

